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試験研究材料に関する動物検疫における輸入手続きの徹底について 

 

このことについて、平成24 年１月25 日付け23 動検第996 号をもって、農林水産

省動物検疫所長から別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知の内容は、①先般、野生偶蹄類動物由来の糞便が、海外から輸入検

査を受けずに我が国に持ち込まれ、試験研究材料に供されていた不適切な事例が確認

されたこと、②また、稲わらについて、国際郵便（ＥＭＳ）により、動物検疫の手続

きを行わずに試験研究用に輸入した不適切な事例が確認されたこと、③これらの事例

は、関係者の動物検疫制度に対する理解が不十分であったことが確認されたこと、つ

いては、本会あて、このような事例が発生することのないようくれぐれも注意し、家

畜伝染病予防法についての理解を更に深めるとともに、指定検疫物を持ち込む際には、

あらかじめ最寄りの動物検疫所へ問合せるよう、関係者等への周知方依頼されたもの

です。 

貴会関係者に周知方お願いします。 

 

記 

 

＜農林水産省動物検疫所ホームページ＞ 

ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/im_for_research.html 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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